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国民健康保険税のしおり
シリーズ8

県下80市町村の国保税の状況は--

昭和60年度の一世帯あた りの国保税は次の とお りで

す｡

税 額 市町村数 税 額 市町村数

16万円台 2町 11万円台 13市町村

15万円台 4市町村 10万円台 光町を含む17市町村14万円台 6町村

13万円台 10市町村 9万円台 5市町村

以上､ 8回にわたって国民健康保険制度 と､国保税

のあ らましをおっ たえしました｡次に 2つの質問にお

答えしこの シ T)- ズを終わ りといた しますO

〔間〕所得割は前年 の所得が､資産割 は国保税が課税

される年度分の固定資産税が対象になるそうですが､

いつ現在で とらえるので しょうか｡

〔答〕国民健康保 険に加 入 しているか どうか､つ ま り

国保税の納税義務が発生 しているか どうかな どの状

況 をとらえる時期 を ｢賦課期 日｣ といい ます｡ この

瓶課期 日は 4月 1日です｡ したが って､ 4月 1日に

国民健康保険に加 入 している世帯 と被保険者につい

て､所得 にあっては前年の 1月 1日か ら12月末 日ま

での状況が､資産 につ いてはその年の 1月 1日現在

の所有の状況が課税の対象 とな ります｡

〔問〕私の長 男は会社勤め をしていて､勤務先 で社会

保険に加 入 していますが､農業 をついで くれ るとい

うこ とで 8月一杯 で退職 の決心 をして くれ ました｡

我が家の状況は次の とお りですが､国保税は どうな

りますか｡なお､長 男名儀 の固定資産 はあ りませ ん｡

私 (世帯主 ) と妻.･･Eg民健康保険に加 入､年税額

19万 2千円長 男､長 男の妻､長 男の長 男-社会保険

加 入､前年の給与収入は240万円

〔答〕 まず､昭和63年度の税率 は､(∋所得割は 100分

の 7 ②被保 険者均等割は 1人9,000円です｡

つ ぎに長 男の所得 を計算す ると次の ようにな りま

す｡

給与収入(240万円)-給与所得控除 (88万 5千円)

-給与所得特別控除 (2万円)-基礎控除 (28万円)

-国保税の対象 となる所得｡ これに(丑の税率 をかけ

ると､所得割の税額が 8万5,050円 とな りますO

また､あ らたに国民健康保険に加 入す るのは 3人

ですか ら､均等割は 2万 7千円 とな り､所得割 と合

計 して11万2,050円 とな ります｡

ところで､ 8月一杯 で退職 ですか ら 9月 1日か ら

国民健康保険に加 入す ることにな り､ 9月か ら翌年

3月末 までの 7カ月間の月割課税 とな ります｡

したが って､11万 2,050円の12ヵ月分の 7カ月､

つ ま り 6万 5,360円が新 に増 え るこ とにな り､あ

な たの年 税 額 19万 2千 円 と合 わせ 25万 7,360円 と

な ります｡なお､シ リー ズ 7でおったえ したように

長 男の収 入や ､均等割額 であって も､課税 は世帯主で

あるあなたの名儀 とな ります｡

- 健康の基本は 明るい納税か ら-
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